
   四街道市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 四街道市手数料条例（平成元年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表その１の項２９の目⑵オ中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００円」 

に、「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，５９０，０００円」 

を「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」を「２，３６０，０００円」 

に、「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０００円」に、「４，５５０，０００円」 

を「５，６４０，０００円」に、「５，８２０，０００円」を「７，２４０，０００円」

に、「７，０７０，０００円」を「８，７９０，０００円」に改める。 

 別表その２の項中４５の目を４７の目とし、同項４４の目中「建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、

「登録建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律」に改め、同目を４６の目とし、同項４３の目中「建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律」に改め、同目を４５の目とし、同項４２の目中「建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、「建築

物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律」に改め、同目を４４の目とし、同項４１の目中「建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律施行規則」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１２条第１項」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１２条第１項」に改め、同目を

４３の目とし、同項４０の目中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同目を４２の目とし、同項

３９の目中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律」に改め、同目を４１の目とし、同項中３８の目を４０の

目とし、同項３７の目中「建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律」を「建築 

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同目を３９の目とし、同項中 

３６の目を３８の目とし、同項３５の目中「３２の項」を「３４の項」に改め、同目を 

３７の目とし、同項中３４の目を３６の目とし、同項３３の目中「３１の項」を「３３の

項」に改め、同目を３５の目とし、同項中３２の目を３４の目とし、３１の目を３３の目

とし、３０の目の次に次の２目を加える。 

31 建築基準

法施行令（
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敷地と道
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 １件につき 27,000円 
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32 建築基準

法施行令第
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定申請手

数料 

 １件につき 27,000円 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


